
２０２２年１０月

高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制

裏面にて、（独）国民生活センターの「見守り新鮮情報」をお届けします。

◆ デジタル遺品の終活
＜相談事例＞
○先日、夫が亡くなった。夫が利用していた決済アプリの残額が
10 万円あることが分かった。しかし、夫のスマートフォンのロ
ックを解除できないため、詳細が確認できない。

○亡くなった父が契約していた動画サイトの有料会員をやめたい。

ID、パスワードが分からず解約できない。

＜「デジタル遺品」とは？＞
○「デジタル遺品」には特段の定義はありませんが、一般的には 「デ
「デジタル環境を通してしか実態がつかめない遺品」を指すと
考えられているようです。例えばスマートフォンやパソコンなどのデジタル端末は、その
もの自体は目に見えて手で触れることとができますが、内部に保存されている写真、文書
ファイル、ウェブサイトの閲覧履歴、ネット銀行の口座情報などは、ログインしてデジタ
ル環境に入らなければ実態がつかめません。これらが持ち主の死後「デジタル遺品」にな
ります。

＜消費生活センターからのアドバイス＞
○万が一に備え、デジタル端末ごとにロックの解除方法、ID、パスワード、退会が必要なサ
イトを紙媒体でリスト化し、デジタル端末のデータリストがあることを信頼のおける人に
伝えておくこと、エンディングノートに残すことなど家族に伝える手段を講じておきまし
ょう。また、残しておきたくないデータは自分であらかじめ消去するなど事前対策が有効
です。また、作成したリスト等は 1年に 1度程度更新することで実用性の高い備えとなり
ます。

○遺族の方は、まず、契約先に手続きについて確認しましょう。
○困ったときには、消費生活センターへご相談ください。

★ 右の QR コードから中野区ホームページにて、２０２０年４月からの情報
特急便」をご覧いただけます。

消費生活センター 中野区中野４－８－１（区役所１階２４番窓口）
相談受付電話 ０３（３３８９）１１９１ FAX ０３（３３８９）１１９９
相談受付時間 月～金曜日 ９時３０分～１６時（土日・祝日・年末年始は休み）
ｅメールアドレス shohiseikatusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp
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見守りを必要としている高齢者への注意喚起をお願いします。




